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平成２７年度ゆすはら応援隊（高知ふるさと応援隊） 

募 集 要 項 

 

高知県梼原町
ゆすはらちょう

は、町面積の９１％を森林が占め、日本三大カルストのひとつ四国カ

ルストに抱かれた自然豊かな山間の町です。四万十川の源流域に位置する本町は、森

の民として自然と共に生きてきました。こうした地域性の中から、共生と循環のまち

づくりを進め、「環境モデル都市」として取り組みを進めています。 

このたび、本町では、地域の皆様が力を合わせて地域の課題に取り組み、そして、

中山間地域に住み続けることのできる地域づくりを進めるため、集落活動センターを

設置し、その取り組みの協力者として、ゆすはら応援隊を募集します。 

 

１．募集人員 

  ゆすはら応援隊  ３名 

  

２．業務概要 

  梼原町内の地域住民と協力しながら、集落機能の維持、活性化を図るための活動

を行う。 

 （１）地域団体や地域生産者と連携し、特産品の開発や販売事業の展開 

 （２）地域の特性を活かした地域組織の仕組みづくり 

 （３）生活物資の確保にむけた仕組みづくり 

 （４）地域行事等のコミュニティ活動支援 

 （５）各生産者を訪問しての集出荷活動を通じての地域の絆づくり 

 （６）地域資源の発掘、振興に関すること 

 （７）観光交流事業に関すること 

 

３．募集対象 

（１）兵庫県西宮市に在住・在勤または在学中の方 

（２）年齢２０歳以上３５歳未満 

（３）梼原町内に居住でき、梼原町に住民票を異動できる方 

（４）普通自動車運転免許を取得している方 

（５）パソコンの一般的な操作ができる方（ワード、エクセル、インターネット） 

（６）地域住民と協力しながら、集落を元気にするために精力的に行動できる方 



 

４．応募手続 

 （１）応募期限  平成２７年６月３０日（火）必着。 

    メール又は郵送で提出してください。ただし、郵送の場合、提出いただいた

書類は返却いたしません。 

 （２）提出書類   

   １．平成２７年度ゆすはら応援隊応募用紙①・②（ＨＰダウンロード） 

 

５．説明会の実施 

 （１）下記の日程で西宮市において説明会を実施します。現在、梼原町で活動する

「ゆすはら応援隊」が、梼原町での活動についての感想等をお話いたします

ので、お気軽にお越し下さい。 

    日 程  平成２７年６月１４日（日） １３時から（予定） 

    会 場  兵庫県西宮市職員会館１階大会議室 

         住所：兵庫県西宮市六湛寺町１０‐２１ 

 

６．選考 

 （１）第一次選考 

書類選考の上、結果を７月上旬までに応募者全員に通知します。 

 

 （２）第二次選考 

第一次選考の合格者を対象に次のとおり、現地見学会及び交流会を開催し、 

併せて面接を行います。 

    ・面接日・・・７月中下旬（２日間） 

    ・場 所・・・梼原町内 

    ・内 容・・・個人面接 

    ・経 費・・・高知駅から送迎バスを用意します。 

           宿泊費・交流会費は無料です。 

           バス時刻の詳細は、一次選考合格者にお知らせします。 

 

 （３）最終選考結果の通知 

    合否に関する通知書は第二次選考から約一週間後に全員に発送します。 



 

７．採用予定日 

 （１）平成２７年９月１日からとし、合格者と協議のうえ決定します。 

 

８．勤務地 

  梼原町内６区（松原区・初瀬区
は つ せ く

・東区
ひがしく

・西区
に し く

・四万川区
し ま が わ く

・越知面
お ち め ん

区
く

） 

  配置先は、上記の地域の中から町で決定します。 

 

９．勤務日及び勤務時間 

 （１）週５日とし、内４日は目的を達成するために勤務し、１日は自身で考え自由

に行動できる日とします。 

    ※土、日出勤の場合は振替対応とする。 

 （２）原則として午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（１日当たり７時間４５分労働とし、時間外は振替対応とする。） 

 

１０．雇用形態及び期間 

 （１）梼原町長が「ゆすはら応援隊」として委嘱します。 

 （２）採用日から平成２８年３月３１日までとします。 

    ただし、年度単位での契約とし、最長で採用日から平成３０年３月３１日ま

で延長することができます。 

 

１１．報酬 

 （１）月支払額 １８５，０００円程度 

（保険料等の控除後の支払額は１５０，０００円程度になります。） 

 

１２．待遇及び福利厚生 

 （１）活動期間中の住居は町が用意し、無償貸与します。ただし、光熱水費は自己

負担とします。 

 （２）活動期間中に自動車を無償貸与します。 

 （３）活動期間中にノートパソコン及び備品類は無償貸与します。 

 （４）加入保険：健康保険、厚生年金、雇用保険、労災 

 

 

 

 



１３．お問い合わせ・お申し込み先 

 〒785-0695 高知県高岡郡梼原町梼原1444番地1 

 梼原町企画財政課 まち・ひと・しごと創生係 

 電話 0889-65-1111 

 FAX  0889-40-2010 

 E-mail 30-YUSUHARA@town.yusuhara.kochi.jp 

mailto:30-YUSUHARA@town.yusuhara.kochi.jp

